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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第20期

第１四半期連結
累計期間

第21期
第１四半期連結

累計期間
第20期

会計期間

自平成24年
８月１日
至平成24年
10月31日

自平成25年
８月１日
至平成25年
10月31日

自平成24年
８月１日
至平成25年
７月31日

売上高（千円） 1,058,324 1,210,942 4,860,366

経常利益（千円） 21,045 55,747 352,916

四半期（当期）純利益（千円） 15,154 39,548 453,277

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
40,342 60,441 598,979

純資産額（千円） 1,886,763 2,751,187 2,744,919

総資産額（千円） 5,300,409 5,440,459 5,728,617

１株当たり四半期（当期）純利益金

額（円）
587.56 1,533.32 17,573.67

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
559.44 1,459.96 16,732.81

自己資本比率（％） 35.60 50.57 47.92

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

　

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　

　

EDINET提出書類

シーシーエス株式会社(E02091)

四半期報告書

 2/20



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　　　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

　

（1）業績の状況　

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融緩和、経済政策、円安を背景に景気は緩やかな回復基

調で推移しております。

　一方、海外におきましては、米国において景気の回復が見られたものの、欧州の経済不安、中国などの新興国

の成長鈍化など、依然として先行きは不透明な状況で推移しております。

　このような状況の中、当社グループの主たる事業分野である工業用照明分野におきましては、景気の変動を受

けにくい三品業界（食品・医薬品・化粧品）は堅調に推移しました。電子・半導体業界は、一部自動車部品向け

で活発な状況が見られるものの、全体としては設備投資に対する慎重な状況が続き、前年同期に比べ国内売上は

微減、海外売上は増加となりました。

　また、新たな商材の投入として、画像処理検査において照明とともに不可欠なテレセントリックレンズの販売

開始、国際規格であるIP67に適合した防水仕様のリング型照明を標準品としては国内で初めての販売を開始する

など、顧客のニーズに合わせた製品の投入に取り組みました。

　新規事業分野では、当社の強みを活かした積極的な拡販の結果、デバイス事業、美術館・博物館分野、アグリ

バイオ分野において、売上は好調に推移しました。

　以上の結果、当第１四半期連結累計期間は、売上高1,210百万円（前年同期比14.4％増）、営業利益70百万円

（前年同期比84.5％増）、経常利益55百万円（前年同期比164.9％増）、四半期純利益39百万円（前年同期比

161.0％増）となりました。　

　　

（2）財政状態の分析

　当第１四半期連結会計期間末において、総資産は5,440百万円（前連結会計年度末5,728百万円）となりまし

た。これは主に、現金及び預金178百万円の減少、受取手形及び売掛金104百万円の減少等によるものでありま

す。

　負債は、2,689百万円（前連結会計年度末2,983百万円）となりました。これは主に、短期借入金50百万円の減

少、未払金65百万円の減少、長期借入金115百万円の減少、社債49百万円の減少等によるものであります。

　純資産は、2,751百万円（前連結会計年度末2,744百万円）となりました。これは主に、四半期純利益39百万

円、配当金の支払54百万円等によるものであります。

　

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題　

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について、重要な変

更はありません。

　　　

（4）研究開発活動　

　当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、104百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（1）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 60,000

Ａ種優先株式　 5,103

計 65,103

（注）平成25年９月26日開催の取締役会決議、平成25年10月29日開催の第20回定時株主総会およびＡ種優先株主による種

類株主総会における定款の一部変更の承認可決により、平成26年２月１日を効力発生日として、普通株式を１株に

つき200株の割合をもって分割するとともに、普通株式の単元株式数を100株とする単元株制度を採用する旨、決定

しております。当該株式分割および単元株制度の採用に伴い、平成26年２月１日を効力発生日として普通株式の発

行可能株式総数を12,000,000株とする定款変更についても決議しております。

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成25年10月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年12月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 20,690 20,690

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

当社は単元株

制度を採用し

ておりませ

ん。（注）１

Ａ種優先株式

（当該優先株式

は行使価額修正

条項付新株予約

権付社債券等で

あります。）　

5,103 5,103 非上場
（注）１～

４　

計 25,793 25,793 － －

（注）１．当社は、平成25年９月26日開催の取締役会決議、平成25年10月29日開催の第20回定時株主総会及びＡ種優先株

主による種類株主総会における定款の一部変更の承認可決により、平成26年２月１日を効力発生日として、普

通株式を１株につき200株の割合をもって分割するとともに、普通株式の単元株式数を100株とする単元株制度

を採用する旨、決定しております。なお、Ａ種優先株式につきましては、株式分割は行わず、単元株式数を１

株といたします。

２．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

（1）Ａ種優先株式には、当社普通株式を対価とする取得請求権が付与されております。Ａ種優先株式の取得請

求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における当社の株価を基準として決定され、ま

たは修正されることがあり、当社の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社普通

株式の数は増加する場合があります。

（2）Ａ種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式数の数は、取得請求が行使されたＡ種優先株

式に係る払込金額を以下の基準額で除して算出されます。（１株に満たない端数がある場合は切り捨てま

す。）また、基準額は、下記のとおり、平成23年10月31日（修正基準日）において、修正基準時価が取得

価額を下回った場合に修正されます。

　修正基準時価は、修正基準日（同日を含む。）までの直近の30連続取引日の東京証券取引所ＪＡＳＤＡ

Ｑ市場における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（円位未満小数第２位まで算出し、その

小数第２位を四捨五入する。）又は156,300円のいずれか高い金額であります。

　なお、平成23年10月31日（修正基準日）において、修正基準時価が取得価額を下回ったことから、修正

後取得価額は156,300円となっております。　
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（3）取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

① 取得価額の下限　156,300円

② 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

　6,397株（平成25年10月31日現在におけるＡ種優先株式の発行済株式総数5,103株に基づき算定。同日の普

通株式の発行済株式総数の31％）　

（4）提出会社の決定による優先株式の全部の取得を可能とする旨の条項の有無

　Ａ種優先株式には、取得請求期間中に取得請求のなかったＡ種優先株式の全部を、取得請求期間の末日

の翌日（強制取得日）をもって普通株式の交付と引換えにＡ種優先株式の全部を取得することができる条

項（強制転換条項）があります。また、平成24年７月29日以降、ある90連続取引日の東京証券取引所ＪＡ

ＳＤＡＱ市場における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値がない日数は除く。円位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）が、Ａ種優先株式の取得価額の2.2倍を超え

た場合、いつでも、所定の手続きをもってＡ種優先株式の全部又は一部を取得することができる条項（強

制償還条項）があります。

　なお、詳細は、下記の４．（6）又は４．（8）をご参照下さい。　　

３．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。

（1）権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

（2）当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

　当社は、割当先に対し、割当先が保有する本優先株式（又は転換後の普通株式）を、当社が指定する第

三者に譲渡するよう申し入れることができ、割当先は、当該申し入れが、所定の金額以上であること、か

つ、所定の割合以内であること、また、その他条件についての合理的に満足する内容であることを条件

に、申し入れに対して真摯に検討しなければならない。

　また、割当先は、割当先が保有する本優先株式（又は転換後の普通株式）を譲渡する際は、当社に通知

して協議し、所定の場合は当社が代案提示する譲渡先に譲渡しなければならない。

（3）当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項はありません。

（4）その他投資者の保護を図るため必要な事項

① 単元株式数

単元株制度を採用しておりません。　

② 議決権の有無及び内容の差異並びに理由　

　当社は、Ａ種優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行しています。普通株式は、株主と

しての権利内容に制限のない株式ですが、Ａ種優先株式は、株主総会において議決権を有しません。こ

れは、Ａ種優先株式について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたものであります。

③ 種類株主総会の決議

　当社は、会社法第322条第１項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めておりませ

ん。

　　　４．Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。　

（1）剰余金の配当

　当社は、平成23年８月１日に開始する事業年度以降の各事業年度において、普通株式を有する株主（以

下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に対

して剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された

Ａ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者（以下

「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に対し、Ａ種優先株式１株につき、普通株式１株当たりの配当額

に基準日交付株式数（以下に定義する。）を乗じた額（計算の結果１円未満の端数が生じた場合には、当

該端数は切り捨てる。）の剰余金の配当を、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当と同

順位にて行う。なお、当社は、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して、平成23年７月31日に

終了する事業年度に係る剰余金の配当を行わない。

　「基準日交付株式数」とは、上記剰余金の配当に係る基準日において下記（4）に定める株式を対価とす

る取得請求を行なった場合にＡ種優先株式１株の取得と引換えにＡ種優先株主に交付される普通株式の数

をいう。
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（2）残余財産の分配

　当社は、残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は

普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき196,000円を支払う。Ａ種優先株主又はＡ種優先登

録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。

（3）議決権

　Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

（4）普通株式を対価とする取得請求権

　Ａ種優先株主は、平成24年７月29日以降平成29年７月28日（同日を含む。）までの間（以下「取得請求

期間」という。）いつでも、法令の定める範囲内において、当社に対して、次に定める数の普通株式（以

下「請求対象普通株式」という。）の交付と引換えに、その有するＡ種優先株式の全部又は一部を取得す

ることを請求することができるものとし、当社は、当該請求に係るＡ種優先株式を取得するのと引換え

に、請求対象普通株式を、当該Ａ種優先株主に対して交付するものとする。但し、取得請求の日におい

て、請求対象普通株式数が、当社の発行可能普通株式総数から発行済普通株式数を控除して得られた株式

数を上回る場合には、当社は、当該株式数の範囲内において、Ａ種優先株主に対して交付する普通株式の

数が最大となるように、取得請求されたＡ種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が決定

する方法により、当該取得請求に係るＡ種優先株式の一部を取得する。なお、かかる方法に従い取得され

なかったＡ種優先株式については、取得請求がなされなかったものとみなす。

① Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

　Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係るＡ種優先株式の数に196,000

円を乗じて得られる額を、下記②乃至④で定める取得価額で除して得られる数（以下「転換時交付株式

数」という。）とする。なお、Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない

端数があるときは、会社法第167条第３項に従い、これを切り捨てた上同項に定める金銭（以下「転換時

交付金額」という。）をＡ種優先株式の取得を請求したＡ種優先株主に交付するものとする。

② 当初取得価額

　取得価額は、当初、196,000円（以下「当初取得価額」という。）とする。

③ 取得価額の修正

　平成23年10月31日（以下「修正基準日」という。）において、修正基準時価（以下に定義される。）

が当該修正基準日において有効な取得価額を下回った場合、取得価額は、修正基準日の翌日以降、修正

基準時価に相当する額に修正される（以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」とい

う。）。但し、修正後取得価額が156,300円（但し、下記④に規定する事由が生じた場合、下記④に準じ

て調整されるものとし、以下「下限取得価額」という。）を下回る場合には、修正後取得価額は下限取

得価額とする。

　「修正基準時価」は、修正基準日（同日を含む。）までの直近の30連続取引日（以下、本③において

「修正基準時価算定期間」という。）の東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場における当社の普通株式の普

通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２

位を四捨五入する。）とする。なお、修正基準時価算定期間中に下記④に規定する事由が生じた場合、

上記の終値の平均値は下記④に準じて当社が適当と判断する値に調整される。

④ 取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額（下限取得価額を含む。以下

同じ。）を調整する。

ⅰ　普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。

なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て

前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発行済普

通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除

く。）」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額＝　　調整前取得価額　×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無償割当

てに係る基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。
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ⅱ　普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取

得価額を調整する。

調整後取得価額＝　　調整前取得価額　×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

ⅲ　下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が

保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、株式若しくは新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを含む。以下本④において同じ。）の取得と引換えに普通株式が交付される

場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割に

より普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整式」という。）により取

得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終

日。以下同じ。）の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日（以下

「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する

場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株

式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」と

それぞれ読み替える。

調整後取得価額＝調整前取得価額　×

（発行済普通株式の数－当社が

　保有する普通株式の数）

 

＋

新たに発行する

普通株式の数
× １株当たり払込金額

普通株式１株当たりの時価

（発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数）

＋新たに発行する普通株式の数

ⅳ　当社に取得させることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１株当

たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる

株式を発行又は処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日に、株式

無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準

日。以下本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株

式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において

「１株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調

整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以

降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

ⅴ　行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込価

額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たりの

時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新株

予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合

にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本

ⅴにおいて同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初

の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において

「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に

際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取

得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当て

の場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを

適用する。但し、本ⅴによる取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業

員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用され

ないものとする。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ乃至ⅲのいずれかに該当する場合には、当社はＡ種優先株

主及びＡ種優先登録株式質権者に対して、取得価額の調整を行う旨並びにその事由、調整後取得価

額、適用の日及びその他必要な事項を書面によりあらかじめ通知した上、取締役会が上記(a)に準じ

た調整として合理的と判断する方法により、必要な取得価額の調整を行うものとする。

ⅰ　合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分

割のために取得価額の調整を必要とするとき。

ⅱ　取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算

出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

EDINET提出書類

シーシーエス株式会社(E02091)

四半期報告書

 7/20



ⅲ　その他、発行済普通株式数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更又は変更の可能

性を生ずる事由等により、当社が取得価額の調整を必要と認めるとき。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四

捨五入する。

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取

引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場における当社の普通株式の普通取引

の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。）とする。

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にと

どまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越さ

れて、その後の調整の計算において斟酌される。

⑤ 取得請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所

大阪市中央区北浜四丁目５番33号

三井住友信託銀行株式会社

⑥ 取得請求をしようとするＡ種優先株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るＡ種優先株

式を表示し、その他必要事項を記載した上、取得請求期間中に上記⑤に記載する取得請求受付場所に提

出しなければならない。

⑦ 取得の効力は、取得請求書が上記⑤に記載する取得請求受付場所に到着した日の25日後（以下「取得

日」という。）に発生し、当社は、Ａ種優先株式を取得し、当該取得請求をしたＡ種優先株主は、当社

がその取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。但し、取得日（同日を含まない。）までに下

記（7）①に定める買戻日が到来した場合には、上記⑥に定める取得請求書記載の取得請求に係るＡ種優

先株式のうち、下記（7）①に定める現金取得通知記載の取得するＡ種優先株式については、本項に定め

る取得請求権に基づく取得の効力は発生しない。

⑧ 当社は、上記⑦に記載する取得の効力発生後、当該取得請求をしたＡ種優先株主に対して、当該Ａ種優

先株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式

の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

（5）金銭を対価とする取得請求権

　Ａ種優先株主は、当社普通株式が日本のいずれかの金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規

定する金融商品取引所をいう。）において上場廃止が決定されたとき又は平成28年７月29日以降平成29年

７月28日（同日を含む。）までの間、いつでも、法令及び分配可能額の範囲内において、当社に対し、金

銭の交付と引換えに、その有するＡ種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるも

のとし、当社は、当該請求に係るＡ種優先株式１株を取得するのと引換えに、196,000円の金銭を当該Ａ種

優先株主に対して交付する。但し、分配可能額を超えてＡ種優先株主から本項に基づくＡ種優先株式の取

得請求がなされた場合には、当社は、分配可能額の範囲内において、取得請求されたＡ種優先株式の数に

応じた比例按分その他当社の取締役会が決定する方法により、当該取得請求に係るＡ種優先株式の一部を

取得する。なお、かかる方法に従い取得されなかったＡ種優先株式については、取得請求がなされなかっ

たものとみなす。

（6）普通株式を対価とする取得条項（強制転換条項）

① 当社は、取得請求期間中に取得請求のなかったＡ種優先株式の全部を、取得請求期間の末日の翌日（以

下「強制取得日」という。）をもって普通株式の交付と引換えに取得するものとし、かかるＡ種優先株

式を取得するのと引換えに、Ａ種優先株主に対して、その有するＡ種優先株式の数に196,000円を乗じて

得られる額を、下記②に定める強制取得価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとする。な

お、Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、会社法

第234条に従ってこれを取扱う。

② 上記①に定める強制転換の場合における取得価額は、強制取得日に先立つ５連続取引日（以下「強制取

得価額算定期間」という。）の東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場における当社の普通株式の普通取引の

毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨

五入する。）とする（以下「強制取得価額」という。）。なお、強制取得価額算定期間中に上記（4）④

に規定する事由が生じた場合、上記の終値の平均値は上記（4）④に準じて当社が適当と判断する値に調

整される。

③ 当社は、取得の効力発生後、Ａ種優先株主に対して、当該Ａ種優先株主が指定する株式会社証券保管振

替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株

式を交付する。
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（7）金銭を対価とする取得条項（現金取得条項）

① 当社は、上記（4）に定める普通株式を対価とする取得請求をしようとするＡ種優先株主が上記（4）⑥

に定める必要事項を記載した取得請求書を上記（4）⑤に定める取得請求受付場所に提出した場合に限

り、当社の取締役会が別途定める日（以下「買戻日」という。）の少なくとも15日前までに、Ａ種優先

株主及びＡ種優先登録株式質権者に対して、当該取得請求の対象となっているＡ種優先株式の全部又は

一部を取得する旨並びに買戻日、取得するＡ種優先株式の数及びその他必要な事項を書面により通知

（以下「現金取得通知」という。）及び公告することにより、買戻日の到来をもって、法令及び分配可

能額の範囲内において、当該取得請求の対象となっているＡ種優先株式の全部又は一部（但し、発行済

みのＡ種優先株式の総数の60％に相当する数（累計）を上限とする。）を取得することができるものと

する。当社は、Ａ種優先株式を取得するのと引換えに、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対

して、下記②に定める買戻し基準時価に上記（4）①に定める転換時交付株式数を乗じ、さらに上記

（4）①に定める転換時交付金額を加算した金額に相当する金銭を交付するものとする。

② 買戻し基準時価とは、現金取得通知の日に先立つ30連続取引日（以下「買い戻し基準時価算定期間」と

いう。）の東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値

（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とす

る。但し、買戻し基準時価が取得価額の2.2倍を超える場合は取得価額の2.2倍相当額とする。なお、買

戻し基準時価算定期間中に上記（4）④に規定する事由が生じた場合、上記の終値の平均値は上記（4）

④に準じて当社が適当と判断する値に調整される。

（8）金銭を対価とする取得条項（強制償還条項）

　平成24年７月29日以降、当社は、ある90連続取引日の東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場における当社の

普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、そ

の小数第２位を四捨五入する。）が、Ａ種優先株式の取得価額の2.2倍を超えた場合、いつでも、当社の取

締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）の少なくとも35日前に、Ａ種優先株主及びＡ種優

先登録株式質権者に対して、Ａ種優先株式の全部又は一部を取得する旨並びに強制償還日、取得するＡ種

優先株式及びその他必要な事項を書面により通知及び公告することにより、強制償還日の到来をもって、

法令及び分配可能額の範囲内において、Ａ種優先株式の全部又は一部を取得することができるものとし、

当社は、Ａ種優先株式を取得するのと引換えに、Ａ種優先株式１株につき、196,000円の金銭をＡ種優先株

主又はＡ種優先登録株式質権者に対して交付するものとする。
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（2）【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。　

　

（3）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。　

　

（4）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

（5）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成25年８月１日～

平成25年10月31日　
－　 25,793 －　 462,150 － 127,450

　

（6）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

（7）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成25年７月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

 平成25年10月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 Ａ種優先株式　5,103 －
「（1）株式の総数等」

に記載しております。

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　20,690 20,690

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 25,793 － －

総株主の議決権 － 20,690 －

　

②【自己株式等】

該当事項はありません。

　

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

　

EDINET提出書類

シーシーエス株式会社(E02091)

四半期報告書

10/20



第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成25年８月１日から平

成25年10月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年８月１日から平成25年10月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、京都監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,043,554 1,865,039

受取手形及び売掛金 1,200,078 1,095,591

商品及び製品 333,538 351,688

仕掛品 128,263 130,111

原材料及び貯蔵品 508,295 497,118

繰延税金資産 104,135 99,869

その他 34,367 39,920

貸倒引当金 △1,241 △1,217

流動資産合計 4,350,992 4,078,121

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 659,000 664,181

減価償却累計額 △266,614 △285,496

建物及び構築物（純額） 392,386 378,684

機械装置及び運搬具 17,892 18,117

減価償却累計額 △15,761 △16,175

機械装置及び運搬具（純額） 2,130 1,942

工具、器具及び備品 782,188 790,887

減価償却累計額 △672,849 △686,106

工具、器具及び備品（純額） 109,338 104,780

土地 492,318 492,318

リース資産 － 4,541

減価償却累計額 － △75

リース資産（純額） － 4,466

建設仮勘定 － 2,479

有形固定資産合計 996,173 984,670

無形固定資産 57,515 53,021

投資その他の資産 323,935 324,645

固定資産合計 1,377,625 1,362,337

資産合計 5,728,617 5,440,459
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年10月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 161,006 164,720

短期借入金 850,000 800,000

1年内償還予定の社債 99,000 99,000

1年内返済予定の長期借入金 356,870 351,344

未払金 286,849 220,939

未払法人税等 15,764 11,877

賞与引当金 70,433 66,854

資産除去債務 13,476 14,005

その他 60,022 48,287

流動負債合計 1,913,424 1,777,028

固定負債

社債 102,000 52,500

長期借入金 892,929 777,126

繰延税金負債 697 672

退職給付引当金 59,852 63,136

資産除去債務 13,902 14,053

その他 892 4,754

固定負債合計 1,070,273 912,243

負債合計 2,983,697 2,689,272

純資産の部

株主資本

資本金 462,150 462,150

資本剰余金 1,460,476 1,460,476

利益剰余金 845,846 831,222

株主資本合計 2,768,473 2,753,849

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △23,554 △2,661

その他の包括利益累計額合計 △23,554 △2,661

純資産合計 2,744,919 2,751,187

負債純資産合計 5,728,617 5,440,459
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年８月１日
　至　平成24年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年８月１日
　至　平成25年10月31日)

売上高 1,058,324 1,210,942

売上原価 409,039 480,354

売上総利益 649,285 730,588

販売費及び一般管理費 611,280 660,484

営業利益 38,004 70,104

営業外収益

受取利息 202 375

その他 3,576 3,227

営業外収益合計 3,778 3,603

営業外費用

支払利息 11,562 9,341

為替差損 7,186 6,504

売上割引 1,888 2,056

その他 100 57

営業外費用合計 20,737 17,960

経常利益 21,045 55,747

税金等調整前四半期純利益 21,045 55,747

法人税、住民税及び事業税 7,002 12,933

法人税等調整額 △1,112 3,264

法人税等合計 5,890 16,198

少数株主損益調整前四半期純利益 15,154 39,548

四半期純利益 15,154 39,548
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年８月１日
　至　平成24年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年８月１日
　至　平成25年10月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 15,154 39,548

その他の包括利益

為替換算調整勘定 25,187 20,892

その他の包括利益合計 25,187 20,892

四半期包括利益 40,342 60,441

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 40,342 60,441
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【注記事項】

（会計方針の変更等）

　　該当事項はありません。

　

（追加情報）

　　該当事項はありません。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連

結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自  平成24年８月１日
至  平成24年10月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成25年８月１日
至  平成25年10月31日）

減価償却費 25,910千円 37,019千円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成24年８月１日　至　平成24年10月31日）

１．配当に関する事項

　　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年９月26日

取締役会

普通株式 41,380 2,000 平成24年７月31日 平成24年10月31日 資本剰余金　

Ａ種優先株

式　
12,793 2,507

平成24年７月31

日　

平成24年10月31

日　
資本剰余金　

２．株主資本の金額の著しい変動　

　平成24年10月30日開催の第19回定時株主総会において、会社法第448条第１項の規定に基づき資本準備金お

よび利益準備金の額を減少し、それぞれをその他資本剰余金、その他利益剰余金に振り替える議案が決議され

ました。これに伴い、資本準備金が450,000千円、利益準備金が7,000千円減少しております。

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年８月１日　至　平成25年10月31日）

１．配当に関する事項

　　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年９月26日

取締役会

普通株式 41,380 2,000 平成25年７月31日 平成25年10月15日 利益剰余金　

Ａ種優先株

式　
12,793 2,507

平成25年７月31

日　

平成25年10月15

日　
利益剰余金　

２．株主資本の金額の著しい変動　

　該当事項はありません。

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成24年８月１日 至平成24年10月31日）

　当社は、「ＬＥＤ照明事業」の単一セグメントのため、記載を省略しております。

　　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成25年８月１日 至平成25年10月31日）

　当社は、「ＬＥＤ照明事業」の単一セグメントのため、記載を省略しております。　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成24年８月１日
至　平成24年10月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年８月１日
至　平成25年10月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 587円56銭 1,533円32銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 15,154 39,548

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 15,154 39,548

普通株式の期中平均株式数（株） 25,793.00 25,793.00

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 559円44銭 1,459円96銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 1,296.16 1,296.16

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

────── ──────

（注）Ａ種優先株式については、普通株式と同等の株式として取り扱っております。

　

（追加情報）　

（株式分割及び単元株制度の採用）

　当社は、平成25年９月26日開催の取締役会決議、平成25年10月29日開催の第20回定時株主総会及びＡ種優先株

主による種類株主総会における定款の一部変更の承認可決により、平成26年２月１日を効力発生日として、普通

株式を１株につき200株の割合をもって分割するとともに、普通株式の単元株式数を100株とする単元株制度を採

用する旨、決定しております。

　

１．株式分割及び単元株制度の採用の目的

　当社は、当社株式の投資単位の引き下げにより、投資家が当社株式に、より一層投資しやすい環境を整えるこ

とで投資家層の拡大を図ることを目的として、また、平成19年11月に全国証券取引所が公表した「売買単位の集

約に向けた行動計画」の主旨を踏まえ、当社普通株式１株を200株に分割するとともに、普通株式の単元株式数

を100株とする単元株制度を採用することといたしました。なお、Ａ種優先株式につきましては、株式分割を行

わず、単元株式を１株といたします。

　

２．株式分割の概要

(1) 分割の方法

　平成26年１月31日（金）を基準日とし、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有普通株式１

株につき、200株の割合をもって分割いたします。

(2) 分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数 普通株式 20,690株　

　 Ａ種優先株式 5,103株　

今回の分割により増加する株式数 普通株式 4,117,310株　

株式分割後の発行済株式総数 　 4,143,103株　

株式分割後の発行可能株式総数 　 12,005,103株　
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３．単元株制度の採用

(1) 新設する単元株の数

　単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株、Ａ種優先株式の単元株式数を１株とします。

(2) 新設の日程

　効力発生日　　　平成26年２月１日

　

４．１株当たり情報に及ぼす影響

　当該株式分割が、前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、それぞれ以下のとお

りとなります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成24年８月１日
至　平成24年10月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年８月１日
至　平成25年10月31日）

１株当たり四半期純利益金額 ３円66銭　 ９円55銭　

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
２円80銭　 ７円30銭　

　

（重要な後発事象）

（中国における合弁会社の設立）

　当社は、中国広東省のＬＥＤ照明メーカーである東莞科視自動化科技有限公司（英文名称 CST Automation

Technology Co., Ltd. 以下、ＣＳＴ）と、かねてより資本・業務提携の協議を進めてまいりましたが、ＣＳＴ

と出資者および経営者を同じくする東莞博程光電科技有限公司との間で、中国におけるＬＥＤ照明事業に関し

て、平成25年11月25日付で合弁契約を締結いたしました。

１．目的

　当社は、今後、高い成長が見込まれる中国の画像処理市場におけるＬＥＤ照明のシェア拡大を目的に、ＣＳＴ

との間で資本・業務提携の協議を進めてまいりました。

　ＣＳＴは協議開始以降も順調に売上規模を拡大しており、中国の画像処理用ＬＥＤ照明市場において、当社推

計では平成24年にはシェア第２位でしたが、平成25年には第１位になることが見込まれております。また　一方

で、中国では工業の高度化により、画像処理用ＬＥＤ照明の品質に対する要求が急速に高まっております。

　ＣＳＴの市場占有率と価格対応力、当社の技術力と品質を融合させることで、中国市場における圧倒的な競争

力を実現することが可能になるとの考えから、協働して製品開発、生産、販売を行うことを目的として、合弁会

社を設立することといたしました。

２．合弁会社の概要

（1） 名称 東莞新視光電科技有限公司（予定）

（2） 所在地 中国広東省東莞市（予定）

（3） 事業内容 工業用照明機器の開発、製造および販売

（4） 資本金 1,814万人民元（予定）

（5） 設立年月日 平成25年12月（予定）

（6）

　

出資比率

　

シーシーエス株式会社：51％

東莞博程光電科技有限公司：49％

 

２【その他】

 　平成25年９月26日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成25年９月26日

取締役会

普通株式 41,380 2,000 平成25年７月31日 平成25年10月15日

Ａ種優先株式　 12,793 2,507 平成25年７月31日　平成25年10月15日　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成２５年１２月１３日

　

シーシーエス株式会社

取締役会　御中

京都監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 松永　幸廣　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中村　　源　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているシーシーエス株

式会社の平成２５年８月１日から平成２６年７月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成２５年８月

１日から平成２５年１０月３１日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２５年８月１日から平成２５年１０月３１日

まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算

書及び注記について四半期レビューを行った。　

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表

を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠

して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、シーシーエス株式会社及び連結子会社の平成２５年１０月３１日現

在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

       ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。　
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